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機 密 性 2 

平成 27年2月 18日から
平成 37年2月 17日まで

都道府県労働局長 殿

基監発 0218第 1号

平成 27年 2月 18 日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項について」の

一部改正について

平成 27年 2月 18日付け基発 0218第1号「「新たな監督指導手法の実施について」の一

部改正について」に基づき、平成23年3月 11日付け基監発 0311第3号「企業単位監督の

実施に当たって留意すべき事項について」の一部を別添新！日対照表のとおり改正するので、

その適切な実施に遺憾なきを期されたい。



別添

改正後 現行

1 基本的な考え方
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改正後 ｜ 現行

全社的な是正を

確実に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行確保を

図らせていくという新たな監督指導手法（以下「企業単位監｜ 圃・・・・・・・・・・・・・・・・全社的な是正を確実

督」という。）を実施するものである。 ｜ に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行確保を図ら

時一重
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主L労働時間管理の適正化笠

① 

② 

圃

せていくという新たな監督指導手法（以下「企業単位監督」

という。）を実施するものである。

2 重点事項

斗よ基本的な労働条件の枠組みの確立

① 

皇L労働時間管理の適正化

① 

② 

圃
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改正後

並L安全衛生管理体制の整備

① 

② 

③ 

3 企業単位監督の具体的実施要領

(1) 企業単位監督の対象とする企業の選定

ア（略）

イ
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現行

主L安全衛生管理体制の整備

① 

② 

③ 

3 企業単位監督の具体的実施要領

(1) 企業単位監督の対象とする企業の選定

（略）
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改正後 現行

イ 実施に当たっての留意点

（ア） 支店等に対する監督指導
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改正後 現行

（イ） 本社笠に対する監督指導

（ウ） 監督指導の実施体制

__(&----

」盆厳正な対処 主L厳正な対処
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改正後 現行

(4) 本社笠管轄局以外の局における対応 (4) 本社管轄局以外の局における対応
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改正後 現行

4 企業単位監督を的確に運営するための 4 企業単位監督を的確に運営するための

圃・・ 圃・・企業単位監督を的確に運営するためには、企業単位監替の 企業単位監督を的確に運営するためには、企業単位監督の

対象となり得る企業に係る情報を把握しておくことが重要で 対象となり得る企業に係る情報を把握しておくことが重要で

圃圃圃圃圃圃圃圃圃ーを行うことn

5 （略） 5 （略）

6 実施結果の報告笠 16 実施結果の報告

本社笠管轄局においては、企業単位監督の実施結果を別紙｜ 本社管轄局においては、企業単位監督の実施結果を別紙互

主により、本省へ報告及び全局に送付すること。 ｜ により、本省監萱翠へ報告すること。（実施年度3月末まで）

また、本省は、本社等管轄局に対して企業単位監督の進捗

状況等について報告を求めることがあることの

12 



に同部刑判明同部

。。'""" 



に回附題阿部

てが..-< 



ヒ出削州刑伊川同封

、
白
..... 



トャ眠

《O,..; 

仰や同剖出



に園凶総同制問

t
-

'"" 



に匝叫経同部

α
コ,...; 



改正後

別眠企
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企業単位監督の実地結果について」量圭L

企業副立除管の実縮措果について下型のJいおり報特し宅す

起

＿，＿＿；，恒星企韮

主L 企差旦盆畳

J&_;主韮笠亙主主主

え官僚担翌堅実経状況〈支店等、本社主への箆菅指導状況）

立措雄端況（支店等、本礼笠への措置状担）

~！），菌歯菌 支店等、本社笠の是正状況

店等の是正状況

(3) 

5 企業の対応状況

現行

耳目柾5

企業単位監督の実絡結果について

星 皐

l 監骨実施状況｛支店等、本社への監管指導状況〉

J主措促状況（支店等、本社への指置状配〕

支店等、本社の是豆状況

(2) 店等の是正状況

(3) 会社的な是正，改善状況

〔

A 企業の対応状況
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